
 

 

◇インフルエンザを疑うような症状が現れた

場合は、速やかに医療機関へ受診しましょう 。

インフルエンザに限らず、その他の感染症(ノ

ロウィルス…等)を疑うような症状が現れた

場合も同じです。 

【1】インフルエンザ等の感染症を疑うような

症状が現れた場合は、ショートステイ職員が、

かかりつけ医や近隣の病医院へ状態を報告し、

合わせて、ご家族様にも連絡いたします。 

【2】上記【1】より、医療機関を受診して頂

き、感染症が認められた場合は、受診のまま

ご退所となりますので、ご了解ください。ま

た、ご対応された方または同居されているご

家族様も同じく医療機関を受診(検査)される

ことを勧奨します。 

【3】当該ご利用者様、ご家族様が医療機関を

再度受診して頂き、感染症が認められないと

診断してから概ね 5 ～7 日経ってから、当該

ご利用者様の状態をみて、ご利用再開となり

ます。 

◇上記【1】～【3】は、ご利用中に感染症の疑

いが認められた場合に限り記しておりますが、

ご利用者様のその時の状態に応じて速やかに

対処いたしますので、ご家族様のご協力・ご

理解の上、宜しくお願い致します 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)

のお知らせ -川越市(2019.9.25/引用)- 

＊インフルエンザの流行に備え、次のとおり

インフルエンザ予防接種の接種費用を助成し

ます。接種を受ける際は、あらかじめ委託医

療機関に電話で予約をしてください。 

＊インフルエンザは例年 1 月上旬から 3 月上

旬に流行します。ワクチンが十分な効果を維

持する期間は接種後約 2 週間後から約 5 か月

とされていますので、接種を希望する場合は、

10 月下旬から 12 月中旬の接種をおすすめし

ます。詳細は川越市ホームページをご参照く

ださい。 

   〒350-1172 

   埼玉県川越市大字増形 164番地 

   特別養護老人ホーム八瀬の里 

   TEL：049-247-7311(代表) 

   発行日：令和 1年 10月 15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本号の内容 Cntents 

1.令和 1年 10月 1日～一部料金が変ります。 

2.感染症流行期(インフルエンザ等)の注意点！ 

 

 

社会福祉法人 芳清会 

 

 

 



 第 1 段階 

(1 割負担) 

第 2 段階 

(1 割負担) 

第 3 段階 

(1 割負担) 

第 4段階  

(1 割負担) (2 割負担) (3 割負担) 

要支援 1 1,981 2,071 2,821 5,111 5,702 6,293 

要支援 2 2,124 2,214 2,964 5,254 5,987 6,721 

要介護 1 2,197 2,287 3,037 5,327 6,134 6,941 

要介護 2 2,274 2,364 3,114 5,404 6,287 7,170 

要介護 3 2,357 2,447 3,197 5,487 6,454 7,421 

要介護 4 2,435 2,525 3,275 5,565 6,617 7,653 

要介護 5 2,512 2,602 3,352 5,642 6,764 7,886 

 

 

 令和 1年 10月 1日～消費税率の引き上げに

伴い、これまでの介護報酬の内容も変わりま

す。また、『特定介護職員等処遇改善加算』が

新設されました。これらは、介護サービス施

設・事業所に実質的な負担が生じないよう、

消費税対応分を補填するものです。右図のよ

うに、要支援・要介護区分ごとに、ひと月あた

りの区分支給限度額単位数も変わります。 

 ショートステイ八瀬の里の 1 日あたりのご

利用料金に関しまして、右下図(※送迎加算を

除く)をご参考までに、ご案内いたします。従

前に比べおおよそ 25 円/日ほど高くなります

(例：1割負担の場合・送迎加算を除く)。 

 今後もより一層サービスの向上に努めて参

ります。これからもご利用者様・ご家族様の

ご協力・ご支援を賜りますよう、何卒よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ご利用料金に関するお問い合わせ 

TEL：049-247-7311 

(月～金・9:00-17:00受付) 

担当：佐藤 


